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平成２９年１１月２９日 

乗合バス事業者に対して行政処分を行いました 

島根運輸支局では、島根県のバス事業者である一畑バス株式会社の出雲支社の乗合バス

が無車検運行を行った旨、同社から同支局あて報告があったことを受け、同支社に対して、平

成２９年５月８日に監査を実施しました。 

監査の結果、道路運送法等関係法令に違反する事実が認められたことから、同法第４０条の

規定に基づき下記のとおり事業用自動車（乗合バス）の使用停止処分を行いましたので、お知

らせします。 

記 

【参 考】最近の車両停止処分状況（中国運輸局管内乗合バス関係）   ※今回の処分を除く 
 

【問い合わせ先】 

【資料配付先】 

〔広島地区〕：JＲ記者クラブ、合同庁舎記者クラブ、広島経済記者クラブ、広島県政記者クラブ 

〔島根地区〕：島根県庁県政記者室 

１． 行政処分年月日  ： 平成２９年１１月２９日（処分権者 中国運輸局長 川中
かわなか

 邦男
く に お

） 

    
２． 事 業 者 名 ： 一畑バス株式会社（法人番号 7280001000972） 

 住 所 ： 島根県松江市西川津町１６５６－１ 

 代 表 者 名  代表取締役社長 茢
かり

田
た

 満夫
み つ お

 

    
３． 処分対象営業所  ： 出雲支社（島根県出雲市上塩冶町３９０番地１） 

 
４． 行政処分の内容  ： 事業用自動車(乗合バス)の使用停止 ６０日車 

   （３両×２０日間） 

   停止期間 平成２９年１１月２９日から平成２９年１２月１８日 

    
５． 違 反 の 内 容 ： 別紙のとおり 

    
６． 違反点数付与状況 ： ６点（累積点数：６点） 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

６件 ４件 ３件 ２件 ３件 

中国運輸局 自動車運送事業安全監理室 島根運輸支局 自動車運送事業監査室 

 担当者 ： 片岡
かたおか

、米原
よねはら

  担当者 ： 西山
にしやま

、三好
み よ し

 

 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０８２－２２８－３４６０   Ｔ Ｅ Ｌ ： ０８５２－３７－１３１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ： ０８２－２２８－３４５２  Ｆ Ａ Ｘ ： ０８５２－３７－２０８０ 



  

別 紙 

 

 

【違反の内容】 

 

１． 有効な自動車検査証の交付を受けていない事業用自動車を運行の用に供していた。 

［違反詳細］ 

・違反車両数：１両 

・自動車検査証有効期限：平成２９年４月９日。 

・無車検運行：平成２９年４月１０日から４月２３日までの間、計１４日間。 

       営業運行は計１４７運行。 

・運行距離：約２２１５．５km。 

・乗車人数：約１，２００人。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条） 

（道路運送車両法第５８条第１項） 

 

２． 運行管理者の解任を届出ていなかった。 

（道路運送法第２３条第３項） 

 

３． 点呼の記録の記載事項に不備があった 

（道路運送法第２７条第３項） 

(旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項) 

 


